
「令和7年1月分」

事業者
九州運輸
局内

運輸支局
内

当該(営)
違反点数

ユタカ交通株式会社(法人
番号9120901020084)　代表
者末永洋子

九州支店

大阪府池田市住吉2丁目1
番24号

長崎県佐世保市棚方町273
番地1

長崎県交通局　代表者太田
彰幸

長崎営業所

長崎県長崎市八千代町3番
1号

長崎県長崎市八千代町3番
1号

令和7年1月7日

4 4令和7年1月7日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和6年11月26日、監査実施。2件の違
反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそ
れのある運行業務(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5
項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則
第24条第1項～第3項)

4 4

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

文書警告
道路運送法第27条
第3項

令和6年11月14日、監査実施。1件の違
反が認められた。(1)勤務時間等の基準
の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第21条第1項)

1 1 1 0

一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

営業所の名称 及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

行政処分等 の内容
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一般貸切旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
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行政処分等 の内容

株式会社南九州あづま交通
(法人番号9340001012935)
代表者東俊昭

本社営業所

鹿児島県南九州市頴娃町
牧之内2919番地

鹿児島県南九州市頴娃町
牧之内2919-3

株式会社友愛(法人番号
5290001020071)代表者松野
髙明

本社営業所

福岡県福岡市早良区東入
部6-17-14

福岡県福岡市早良区東入
部6-17-14

株式会社りさな観光(法人番
号6310001016413)代表者川
尻照幸

本社営業所

福岡県小郡市小郡2126-6 福岡県小郡市小郡2126-6

令和7年1月22日

道路運送法第27条
第3項

令和6年11月15日、監査実施。3件の違
反が認められた。(1)点呼の記録事項等
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗
務員等台帳の記載事項等義務違反(運
輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対す
る指導監督の記録記載事項義務違反(運
輸規則第38条第1項)

0 0 0 0

4 4

4 4令和7年1月22日 文書警告
道路運送法(以下
「法」)第27条第3項、
法第94条第1項

令和6年11月29日、監査実施。3件の違
反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそ
れのある運行業務(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5
項)、(2)運行に関する状況把握等のため
の体制整備違反(運輸規則第21条の2)、
(3)報告義務違反(旅客自動車運送事業
等報告規則第2条第1項)

4 4

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項、法第29条の3

令和6年11月22日、監査実施。4件の違
反が認められた。(1)点呼の記録又は点
呼の記録保存違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5
項)、(2)点呼状況の録音及び録画記録又
は録音及び録画の記録保存違反(運輸
規則第24条第6項)、(3)アルコール検査状
況の写真記録又は記録の保存違反(運
輸規則第24条第7項)、(4)輸送の安全に
関わる情報の公表義務違反(法第29条の
3)

4 4

令和7年1月7日 文書警告


